
ＩＴ導入補助金で業務のＤＸ化を推進！ 
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ＩＴ導入補助金とは、正式名称「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」といい、中小企業・小規模事業者

が生産性の向上を目的としてＩＴツールを導入する際、その経費の一部を国が補助する制度です。 

６回目を迎えた２０２２年度は、これまでも取り上げてきたインボイス制度を見据えた補助内容となっており、

企業間取引や経理業務のＤＸ化を強力に進めようとする政府の方針がみられます。 

今月号では新たに新設された特別枠「デジタル化基盤導入類型」を中心にご案内いたします。 

 

通常枠とデジタル化基盤導入枠の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計ソフト…仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表の作成機能があるもの 

受発注ソフト…売り手側では売上請求管理、売掛・回収管理、電子記録債権、手形管理等の機能があるもの 

          買い手側では仕入管理（仕入明細）、買掛・支払管理等の機能があるもの 

決済ソフト…ＰＯＳレジシステム等の決済機能があるもの 

ＥＣソフト…ＥＣサイト構築、ＷＥＢサイト上で商品を販売する電子商取引を実装したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ポイント① 補助対象を特化して補助率を引き上げ 

・補助額が５０万円以下の場合、通常は補助率１/２のところを３/４に引き上げ 

・補助額が５０万円より大きく３５０万円以下の場合、補助率１/２のところを２/３に引き上げ 

 

ポイント② クラウド利用料を２年分まとめて補助 

  昨今のＩＴツールの多くがパッケージ型の買い切りではなく、クラウド上で提供される形態になって

いることを鑑みての措置 

 

ポイント③ ＰＣ・タブレット、レジ・発券機等の購入を補助対象に追加 

 ・テレワークや在宅ワークの導入等、勤務形態の変化に対応 

 ・インボイス制度に対応するためのＰＯＳレジ、タブレットオーダー等の導入を想定 

 

 

申請のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度が受領側に与える影響 

 

インボイス制度では請求書の記載事項が変わるため、発行側の準備が注目を集めていますが、受領側の業

務負担も大きくなります。 

 

【消費税額の計算】 

１つの請求書から「仕入」と「消耗品」など、費目に応じて複数の仕訳を入力することがあります。 

これまでは、商品ごとに税込金額を合計して仕訳を計上すれば消費税額が一致しました。しかし、インボイ

ス制度では商品毎の税込金額が記載されなくなるため、下記作業が必要です。 

 

① 勘定科目ごとに商品明細を分類する 
② その商品の税率別・課税区分別に税抜金額を集計 
③ それぞれの税率をかけて税込金額を計算する 
④ 税込金額の合計が適格請求書に記載の税込金額の合計と異なる場合、仮払消費税等で差額を 
調整 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度による業務負担を軽減し、さらにＤＸ化を推進するためにＩＴ導入補助金を利用してはい

かがでしょうか。 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

№ 令和 4年 6月 6日発行 【担当】下川 秀昭 
 


